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［第５章 

その他計画の

推進に関し必

要な事項 

１］ 

１ 市町が策定する耐震改修促進計画 

（略） 

エ 市町は、市町耐震改修促進計画の策定に当たって、県と十分な調整を行う

ものとする。 

 

 

 

 

【参考】市町耐震改修促進計画の記載事項例 

（略） 

 

１ 市町が策定する耐震改修促進計画 

（略） 

エ 市町は、市町耐震改修促進計画の策定に当たって、県と十分な調整を行う

ものとする。 

また、住宅の耐震化を緊急的に促進するための計画として定めることができる

「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」についても、市町はできるだけ早

期に策定するものとします。 

 

【参考】市町耐震改修促進計画の記載事項例 

（略） 

（別紙）住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 

  １ 耐震化を緊急的に促進すべき区域（緊急耐震重点区域）及び計画期間 

  ２ 緊急耐震重点区域における戸別訪問 

  ３ 普及啓発その他必要な事項 

 


